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重度訪問介護等介護派遣サービス実態調査 

 

障害者の地域生活確立の実現を求める大行動実行委員会 

 

Ⅰ．概要 

■調査の背景と目的 

 重度訪問介護は重度の障害者が地域で生活していくための重要なサービスである。 

しかし、福祉人材の確保とりわけ介護派遣の人材確保が困難であることは既に、厚生労働省自身が認め

るところであり、更に、身体介護などと比較して単価が低い重度訪問介護のための人材確保は困難を極

めている。重度訪問介護を担う事業所では、人材確保ができないためにサービス提供が困難になり、利

用者のサービス利用の権利が侵害される事態にまで立ち入ってきている。 

私たちは、重度障害者が安心して地域で暮らしていくことができるための事業のあり方について各方

面に対して積極的な政策提起を行っていかなければならないと考えます。    

そのために今回、重度訪問介護等に関して、事業者、ヘルパー、利用者のそれぞれの状況に着目した

自主的なサービス実態調査を行いました。 

 

■調査対象と調査方法 
 調査は全国の重度訪問介護事業を行う事業者、利用者、ヘルパーを対象に電子メール、ホームページ、

FAX 等により協力を依頼した。またヘルパーを対象とした調査は本年１月から２月にかけて１次調査を

行っている。2008 年 4 月 25 日より調査票を配布し、5 月 26 日までに電子メール、FAX、郵送などで

回答を得た。回答数は事業所５４、利用者１５１、ヘルパー８７７（一次調査含む）である。 

 

 

■調査対象事業所の概要 
●回答のあった事業所数は５４箇所で、その半数以上は重度訪問介護の派遣時間が事業所の全派遣時間

のうち８割を占め、また全体の利用者数のうち４７％は障害程度区分６で占められ、重い障害を持つ者

への介護を主に担っている事業所が多い。 
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Ⅱ．人材不足の現状 

■離職率 
全体を通じての平均離職率が２２％、特に非常勤職員の離職率は２６％という高い数字となった（表

１）。また離職率２０％を超える事業所がほぼ半分（49％）を占め、離職率 30％以上の回答も３分の１

に及び（図１）、多くの介護職員が現場を離れていっている状況が伺える。 

 

表１・平均離職率 

 全体 22.9% 

非常勤 26.60% 

 

 

 

 

 

 

図１　事業所離職率
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■募集と採用状況 
これに対して、ヘルパーの応募をしても、月平均で２．３人しか面接に至らず、事業所が採用したヘ

ルパーは１４．８人にとどまり人材の確保がままならないことを示している。 

表２・面接数と採用人数 

平均面接人数 ２．３人／月 

平均採用数 １４．８人／年 

 

＜参考＞ 
訪問介護員＋介護職員の離職率―――２０．２％ 
同 非正社員―――――――――――２２．２％ 
一般労働者の離職率――――――――１３．８％ 
  （出典：介護労働実態調査平成１８年６月 介護労働安定センター） 
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■人材確保の困難さ 
「人材確保において事業所が何に困難を感じているか」の問い（複数回答可）には、「男性の応募が少

ない」の項目が最も多く、次に「時間帯により偏りがある」（早朝夜間などが集まりにくいなど）が続

き、「泊まりの介護をできる人がいない」「応募が来ても採用まで至らない」という回答も多くなってい

る。長時間かつ、身体介護を伴う同性介護といった重度障害者のニードに沿った人材の確保が、特に困

難になっていることが分かる。 

図２・求人に際して、人手を確保する上で困っていることはなんですか。
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Ⅲ．ヘルパーの雇用と労働環境 

■給与 
常勤職・ヘルパーの賃金については、常勤職員の初任給が平均１５９，７０５円、同平均月収が２１

０，０７８円、非常勤職員の平均時給は９６７円と一般の事業所や同業他職種を大きくに下回る結果と

なった。（表３～５） 

 

表３・常勤職員大卒初任給 １５９，７０５円 

※参考 全産業の大卒初任給 198,800 円、医療福祉職は 186,000 円 （平成 1９年賃金構造基本統計より） 

 

表４・常勤職員平均給与額 ２１０，０７８円 

※参考 一般労働者の平均賃金 301，100 円 （平成１９年賃金構造基本統計調査 ） 

 

表５・非常勤職員平均時給 ９６７円 

※参考 訪問介護員平均時給 1071 円 （平成１８年度 介護労働安定センター 調査） 
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■昇給－年齢給、経験給 
昇給については４割の事業所が常勤者の昇給も「なし」となっており、非常勤にいたっては勤続年数

によって時給があがる事業所は２割に満たない。 

 

表６・昇給制度がありますか？ 

 昇給あり 昇給なし 

常勤 61.1％ 38.9％

非常勤 19.6% 80.4％

 

この結果を反映して、常勤であっても昇給がない、もしくはあってもほんのわずかであるところが多

く、年齢給や勤続年数の階層別に見た賃金は緩やかな上昇をとなっているものの、将来にわたり安定的

に働くには充分なものとなっていない。 

 

表７・常勤職員の年齢階層別別平均賃金    表８・常勤職員の勤続年数別平均賃金     

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 職員・介護者の心身の状況 
常勤者では私生活があまりないという者が全体の半数を占める。（図３） 

図３・生活・心身の状況について、あてはまるものすべてを選
んでください
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年齢階層 平均賃金 

２０代 １９０，０００円 

３０代 １９８，０００円 

４０代 ２３１，０００円 

５０代 １７７，０００円 

勤続年数 平均賃金 

１年未満 １６１，０００円 

３年未満 １８２，０００円 

５年未満 １９０，０００円 

１０年未満 ２０２，０００円 

１０年以上 ２２４，０００円 
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家族と過ごす時間や、好きなことにつかう時間を犠牲にしつつ、明日の見通しも立たないず、ほとんど

昇給の見込みがない。この状況が一生続くと考えると、将来への不安を抱かざるをえない。 

 

これに対して介護職を続けたいと考えている者は半数いるが（表９）、裏を返せば、この「やる気」

によってかろうじて現場が支えられている状況だとも言える。 

 

表９・今後も介護職を続けようと思いますか？ 

やり続けたい 42.6%

細々とでもやり続けたい 31.6%

他にあてがあればやめたい 10.2%

早くやめたい 2.6%

その他 13.0%

 

 

■事業所の人権比率 
低賃金、過重労働を強いられているが、事業所の人件費比率は全体平均で約 78.8％にまで達しており、

約半数の事業所が人件費率 80％以上である。収支がマイナスになっている事業所も１５事業所（全体の

31.9%）あり、いくら他の経費を削っても事業所としては報酬単価があがらなければ、これ以上人件費

率を上げることも困難な状況まできている。（図４・表１０） 

図４・事業所人件費率
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表 10・事業所人件費率 

人件費率 事業所数 ％ 

８０％以上 ３２ ４８．９％

６０％以上 １９ ４２．２％

４０％以上 ４ ８．９％
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Ⅳ．利用者への影響 

■新規サービス利用依頼への対応 
このような状況から、派遣現場やサービスを利用する障害者の生活にも影響が出ている。各事業所で

は新規の利用者を受け入れできない状況も出てきており、昨年１年間の新規利用が２人以下だった事業

所が６割近くを占めた。（０人＝19％、１人＝25％、２人＝13％）（図５） 

図５　2007年度新規利用者数
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【事業所が見つからない、ヘルパーがいない、生活ができない！～利用者の声～】 
■利用者アンケートの自由記述欄には、重度訪問介護のサービス提供事業者を探すのが困難であったと

いった事例も寄せられている。        

  

● （事業所に）電話をかけても、「できない、やれない、やらない」とか言って断られた。サービス提

供責任者と詳しく話すこともないまま断られる。そういう時は「どうでもいいや」とか「死んでも

いいや～」と思うときがある。        

  

● 特に土日祭日の泊り、日中のシフトが細切れ状態だったり見つからなかったりする。また、毎月月

末になるとそのくり返しがあり精神的及び肉体的な負担が（不安も）大きい。 

● 夜間の泊り介助がやめる事になり、代替えの人を探すのに半年以上かかり大変だった。トイレと入

浴が合体しており、人が探せず困っている。（ことに日曜日） 

● ヘルパーが退職して、事業所から派遣してもらえる人がいなくなった。事業所自体が営業を止めて

しまった。          

● 特に重度訪問介護サービスでは報酬単価が安く、市内で一ヶ所もサービスを利用できる事業所が見

つからなかった。          

● 地域生活支援事業のほうが単価が高いので重度訪問対応の事業所がなかなか見つかりにくい。 

● 泊り介護の出来る事業所（がない）。身体介護でないと受け入れてくれない。 


